
　                自転車盗難発生中！！！ 

自転車にはカギをかけて！！ 
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交 番だより交 番だより
  ！不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保について！ 

  日本に不法入国したり、在留期間を超えて滞在する外国人の多くが不法に就労している
とみられます。 

　こうした不法滞在や不法就労防止のためには、県民の皆様の御理解と御協力が必要です。 

 

〇　不法滞在、不法就労、外国人による売春・窃盗等の犯罪を見たり
聞いたりしたときは、最寄りの警察署や交番・駐在所に届け出るか、
110番で通報してください。 

〇　外国人を雇用するときは、パスポートや在留カードのコピーでは

なく、必ず現物を見て、在留資格、在留期限のほか、就労が可能であ

るかどうか、従事する仕事の内容が適しているかどうかを確認してく

ださい。 

 

　また、提出されるパスポートや在留カードの中には、偽造されたものや他人名義のもの

を使用している場合もありますので注意してください。 

不明な点については、警察署にお問合せください。

 

                          　　

 

 

　警察では、６月を「暴走族等追放強化期間」と定めて、暴走族や違法行為を敢行する旧

車會に対する取締りを強化します。 

　深夜、集団で排気騒音を轟かせながら信号無視などの無謀な運転を繰り返したり、港湾

地区や峠道などでのドリフト行為等の違法な競走行為を行う暴走族に対し 

て、共同危険行為等の禁止違反を適用し、重点的に取締りを強化します。 

    

         暴走族や旧車會に関する情報提供のお願い 

○　暴走族や旧車會が集まっていたり、集団暴走しているのを見かけたら、 

　110番又は最寄りの警察署に通報してください。 

○　暴走族や旧車會がいつも集まっている場所や、改造している車やバイ 

  クを保管している場所など、暴走族等に関する情報は、最寄りの警察署 

  にご連絡ください。 


